
十
、
戦
後
処
理
問
題

１
　
タ
イ
特
別
円
問
題

戦
後
タ
イ
は
、
わ
が
国
に
対
し
戦
時
中
、
日
・
タ
イ
間
の
決
済
手
段
と
し
て
日
本
銀
行
に
設
置
さ
れ
た
タ
イ
銀

行
名
儀
の
特
別
円
勘
定
の
日
本
側
借
越
分
十
五
億
円
と
、
戦
時
中
、
日
・
タ
イ
間
に
成
立
し
た
金
売
却
取
決
め
の

未
実
行
分
（
金
塊
に
し
て
約
九
ト
ン
）
お
よ
び
金
塊
未
引
渡
分
（
約
〇
・
五
ト
ン
）
を
支
払
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
ク
レ
ー
ム
を
提
起
し
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
春
、
ナ
ラ
テ
ィ
ッ
プ
・
タ
イ
外
相
が
来
日
し
た
際
、
わ
が
方
と

の
間
に
行
な
わ
れ
た
交
渉
に
よ
っ
て
両
国
間
に
本
問
題
解
決
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
、
七
月
六
日
、
重
光
外

相
と
ナ
ラ
テ
ィ
ッ
プ
外
相
と
の
間
で
協
定
案
文
の
仮
調
印
が
行
な
わ
れ
た
。
つ
い
で
七
月
九
日
、
バ
ン
コ
ク
に
お

い
て
ナ
ラ
テ
ィ
ッ
プ
外
相
と
太
田
一
郎
大
使
と
の
間
で
正
式
調
印
が
な
さ
れ
、
八
月
五
日
、『
特
別
円
問
題
の
解

決
に
関
す
る
日
本
国
と
タ
イ
と
の
間
の
協
定
』
が
発
効
し
た
。
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こ
れ
に
よ
り
、
わ
が
国
は
タ
イ
に
対
し
、

(a)

五
年
間
に
わ
た
り
五
十
四
億
円
に
相
当
す
る
英
ポ
ン
ド
を
（
初
年
度
は
十
億
円
、
そ
の
後
四
年
間
は
毎

年
十
一
億
円
）
支
払
う
（
第
一
条
）
と
共
に
、

(b)

両
国
間
の
経
済
協
力
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
合
意
さ
れ
る
条
件
お
よ
び
態
様
に
従
い
、
九
十
六
億
円

を
限
度
額
と
す
る
投
資
お
よ
び
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
の
形
式
で
、
日
本
国
の
資
本
財
お
よ
び
日
本
人
の
役
務
を
　

タ
イ
に
供
給
す
る
（
第
二
条
）

こ
と
に
な
っ
た
。

協
定
第
一
条
に
基
づ
く
五
十
四
億
円
の
支
払
い
は
、
昭
和
三
十
年
度
よ
り
支
払
い
を
開
始
し
、
昭
和
三
十
四
年

五
月
を
も
っ
て
全
額
の
支
払
い
を
完
了
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
協
定
第
二
条
の
経
済
協
力
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
協
定
発
効
後
、
タ
イ
側
が
、「
本
件
経
済
協
力

は
、
九
十
六
億
円
の
資
本
財
お
よ
び
役
務
の
無
償
供
与
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
、
協
定
文
言
の
解
釈
を
め
ぐ
り
双

方
の
間
に
意
見
が
対
立
し
た
。

わ
が
方
は
「
本
件
経
済
協
力
は
投
資
お
よ
び
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
の
形
式
で
供
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く

ま
で
償
還
を
前
提
と
す
る
」
と
の
協
定
の
文
言
解
釈
を
堅
持
し
つ
つ
も
、
タ
イ
側
の
立
場
を
も
考
慮
し
て
、
本
件

経
済
協
力
の
実
施
に
よ
り
、
タ
イ
側
が
な
ん
ら
か
の
形
で
実
質
的
に
九
十
六
億
円
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
で
き

戦後処理問題



る
よ
う
な
案
を
数
次
に
わ
た
り
、
タ
イ
側
に
提
示
し
て
解
決
に
努
力
し
て
き
た
。
し
か
し
タ
イ
側
は
協
定
文
に
お

い
て
「
投
資
お
よ
び
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
」
と
い
う
文
言
を
承
認
し
た
こ
と
が
、
タ
イ
側
の
落
度
で
あ
る
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、
そ
も
そ
も
日
本
の
債
務
の
返
済
を
目
的
と
す
る
協
定
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
イ
側
が
債
務
者

と
な
る
結
果
を
生
む
よ
う
な
解
決
方
法
は
、
タ
イ
の
国
民
感
情
と
し
て
ど
う
し
て
も
受
入
れ
ら
れ
な
い
と
の
立
場

を
堅
持
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

わ
が
国
と
し
て
は
、
協
定
の
文
言
解
釈
に
関
す
る
わ
が
方
の
立
場
は
正
し
い
も
の
と
信
じ
て
い
る
が
、
こ
の
問

題
が
未
解
決
の
ま
ま
長
期
間
に
わ
た
っ
て
ア
ジ
ア
の
友
邦
で
あ
る
タ
イ
と
の
間
に
懸
案
と
し
て
残
り
続
け
る
こ
と

は
好
ま
し
く
な
い
。
そ
こ
で
日
・
タ
イ
両
国
の
伝
統
的
な
友
好
関
係
と
、
両
国
間
の
緊
密
な
経
済
関
係
を
慎
重
に

考
慮
し
た
結
果
、
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
、
池
田
首
相
が
タ
イ
を
訪
問
し
た
際
、
サ
リ
ッ
ト
首
相
と
の
間
で
特
別

円
問
題
の
解
決
に
関
す
る
話
合
い
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
前
記
九
十
六
億
円
を
八
年
間
の
分
割
払
い
と
し
、

タ
イ
は
こ
の
資
金
を
も
っ
て
わ
が
国
の
生
産
物
お
よ
び
役
務
の
調
達
に
あ
て
る
と
い
う
方
式
に
よ
っ
て
、
多
年
の

懸
案
の
最
終
的
解
決
を
は
か
る
と
い
う
原
則
に
意
見
が
一
致
し
た
。
こ
の
原
則
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
七
年
一
月

よ
り
バ
ン
コ
ク
に
お
い
て
、「
特
別
円
新
協
定
」
締
結
の
た
め
の
交
渉
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
合
意
が
成
立
し
、

一
月
三
十
一
日
、
在
タ
イ
大
江
大
使
と
タ
ナ
ッ
ト
外
相
と
の
間
で
新
協
定
の
署
名
が
行
な
わ
れ
た
。
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「
新
協
定
」
は
、
ま
ず
前
文
で
こ
の
協
定
が
旧
協
定
の
第
二
条
、
第
四
条
に
代
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
特
別
円

問
題
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
る
。
さ
ら
に
本
文
に
お
い
て
、
九
十

六
億
円
の
八
年
年
賦
払
い
な
ら
び
に
こ
れ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
、
日
本
国
の
生
産
物
お
よ
び
日
本
国
民
の

役
務
の
調
達
方
式
を
規
定
し
て
い
る
。

「
新
協
定
」
は
す
で
に
三
回
、
三
十
億
円
の
払
込
み
を
完
了
し
、
五
十
五
億
円
に
相
当
す
る
契
約
が
確
認
さ
れ
、

八
億
円
が
調
達
を
終
え
て
い
る
。

戦
後
処
理
の
問
題
は
、
内
外
に
わ
た
っ
て
未
だ
く
す
ぶ
り
続
け
て
お
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
辛
抱
強
く
そ
の
一
つ

一
つ
を
片
付
け
て
い
く
よ
り
外
に
道
は
な
い
。
タ
イ
特
別
円
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
と
も
か
く
最

終
的
な
解
決
を
見
た
こ
と
を
喜
ば
ね
ば
な
る
ま
い
。

２
　
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
問
題

ガ
リ
オ
ア
等
戦
後
経
済
援
助
の
処
理
協
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
一
月
九
日
、
小
坂
外
務
大
臣
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

駐
日
米
国
大
使
と
の
間
で
署
名
さ
れ
、
わ
が
国
が
戦
後
米
国
か
ら
受
け
た
経
済
援
助
の
最
終
的
処
理
と
し
て
、
四

億
九
千
万
ド
ル
を
十
五
年
間
の
半
年
賦
（
年
利
二
分
五
厘
）
に
よ
り
支
払
う
こ
と
を
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

戦後処理問題



こ
の
問
題
は
賠
償
問
題
と
並
ん
で
戦
後
処
理
の
最
重
要
案
件
で
あ
り
、
昭
和
二
十
七
年
以
来
実
に
十
年
間
に
わ

た
る
日
米
間
の
懸
案
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
米
国
側
の
態
度
は
終
始
西
独
方
式
の
採
用
と
い
う
こ
と
で
一
貫
し
て

お
り
、
わ
が
方
よ
り
の
資
料
要
求
に
対
す
る
提
供
資
料
は
、
西
独
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

西
独
は
終
戦
の
際
、
中
央
政
府
が
崩
壊
し
、
占
領
当
初
の
期
間
（
一
九
四
九
年
迄
）
援
助
物
資
は
、
米
軍
か
ら
各

地
方
政
府
に
直
接
引
渡
さ
れ
て
い
た
た
め
、
西
独
政
府
は
援
助
物
資
に
関
す
る
資
料
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

従
っ
て
西
独
は
そ
の
処
理
交
渉
に
際
し
て
は
、
米
国
側
が
提
示
し
た
決
算
ベ
ー
ス
の
資
料
を
唯
一
の
交
渉
の
基
礎

と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
米
側
は
支
払
額
決
定
に
当
っ
て
は
援
助
総
額
の
大
半
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
交
渉
は
大
局
的
見
地
に
立
っ
て
行
な
う
べ
き
で
あ
り
、
詳
細
な
る
資
料
の
整
備
は
そ
の
必
要
性
を
認

め
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
米
国
側
の
本
件
解
決
の
督
促
は
、
次
第
に
激
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
。

昭
和
三
十
五
年
九
月
六
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
在
京
米
大
使
は
池
田
総
理
を
訪
問
、
ハ
ー
タ
ー
長
官
の
訓
令
と
し

て
、
本
件
に
関
す
る
交
渉
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
移
し
、
総
額
、
控
除
項
目
並
び
に
本
件
を
両
国
の
国
会
に
提
出
す
べ

き
方
法
お
よ
び
公
表
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
を
提
案
す
る
と
と
も
に
、
解
決
方
式
は
西
独
と
の

協
定
に
做
う
つ
も
り
で
あ
る
旨
述
べ
た
。
こ
の
米
側
提
案
は
、
九
月
十
二
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
な
わ
れ
た
小
坂

外
務
大
臣
と
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
と
の
会
談
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
小
坂
大
臣
よ
り
交
渉
を

ワ
シ
ン
ト
ン
に
移
す
こ
と
は
在
米
大
使
館
の
現
状
（
担
当
公
使
の
更
迭
等
）
か
ら
み
て
交
渉
の
促
進
に
役
立
つ
か
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ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
総
選
挙
前
に
こ
の
種
の
動
き
を
な
す
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
、
米
国
側
も
当

方
の
事
情
を
了
承
し
た
。

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
小
坂
大
臣
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
在
京
米
大
使
を
招
致
し
、
本
件
に
つ
い
て
は

総
選
挙
も
終
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
日
本
側
で
も
目
下
研
究
中
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
米
側
か

ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
は
避
け
た
く
、
日
本
側
か
ら
自
主
的
に
解
決
す
る
と
い
う
形
を
と
る

方
が
望
ま
し
い
。
そ
の
間
よ
く
国
民
に
P
R
し
て
、
そ
の
上
で
日
本
側
か
ら
解
決
を
申
し
入
れ
る
こ
と
と
し
た
い

旨
を
述
べ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
も
そ
の
趣
旨
を
了
承
し
た
。

一
方
、
わ
が
方
は
本
件
の
解
決
交
渉
に
あ
た
り
、
わ
が
方
が
米
国
側
に
対
し
て
再
三
要
求
し
た
詳
細
な
資
料
の

追
加
提
供
は
ほ
と
ん
ど
望
め
な
い
事
情
に
あ
っ
た
の
で
、
政
府
と
し
て
は
国
民
お
よ
び
国
会
の
納
得
を
得
る
た
め

に
も
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
対
米
交
渉
を
わ
が
方
に
有
利
に
導
く
た
め
に
も
、
日
本
側
が
保
有
す
る
独
自
の
資
料

に
基
づ
き
、
わ
が
国
が
確
か
に
米
国
側
か
ら
受
け
取
っ
た
援
助
物
資
の
総
額
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
か
く

し
て
昭
和
三
十
六
年
初
頭
よ
り
、
通
産
省
に
お
い
て
旧
貿
易
庁
資
料
、
総
司
令
部
残
置
資
料
等
を
基
礎
と
し
て
、

日
本
側
が
受
け
取
っ
た
と
確
認
で
き
る
援
助
物
資
総
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
の
後
約
三
カ
月
に
わ

た
る
大
作
業
の
結
果
、
三
月
下
旬
に
至
っ
て
受
け
取
り
ベ
ー
ス
に
よ
る
援
助
総
額
十
七
億
九
千
五
百
万
ド
ル
（
米

国
側
決
算
ベ
ー
ス
に
よ
る
総
額
十
九
億
五
千
四
百
万
ド
ル
）
の
算
出
に
成
功
し
た
。

戦後処理問題



右
資
料
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
四
月
二
十
六
日
わ
が
方
よ
り
最
初
の
提
案
を
行
な
い
、
五
月
十
日
以
降
数
回

に
わ
た
る
小
坂
外
務
大
臣
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
と
の
会
談
が
も
た
れ
、
よ
う
や
く
日
米
間
に
本
件
処
理
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
覚
書
を
作
成
、
六

月
十
日
、
大
臣
と
大
使
と
の
間
に
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
署
名
を
行
な
っ
た
。

同
覚
書
に
は
下
記
の
日
米
間
の
合
意
が
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
日
米
両
国
が
引
続
き
協
定
作
成
の
話
合
い
を

進
め
る
こ
と
に
合
意
し
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。

(イ)

返
済
額
四
億
九
千
万
ド
ル
、
年
利
二
・
五
％
と
す
る
。

(ロ)

現
実
の
支
払
額
は
、
半
年
毎
に
最
初
の
十
二
年
間
は
毎
回
二
千
百
九
十
五
万
九
千
百
二
十
五
ド
ル
、
爾

後
の
三
年
間
は
毎
回
八
百
七
十
万
千
六
百
九
十
ド
ル
と
す
る
。（
こ
の
額
は
債
務
総
額
四
億
九
千
万
ド
ル

の
う
ち
四
億
四
千
万
ド
ル
を
最
初
の
十
二
年
間
に
支
払
い
、
残
り
の
五
千
万
ド
ル
を
当
初
十
二
年
間
は
据

置
き
そ
の
後
の
三
年
間
に
支
払
う
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
元
利
均
等
支
払
方
式
で
計
算
し
た
も
の
。）

(ハ)

使
途
に
つ
い
て
は
、
一
部
（
二
千
五
百
万
ド
ル
）
を
日
米
間
の
教
育
交
換
計
画
に
、
残
余
の
大
部
分
を

国
内
立
法
措
置
を
条
件
と
し
て
低
開
発
諸
国
に
対
す
る
援
助
に
使
用
す
る
。

そ
の
後
協
定
作
成
交
渉
に
入
り
、
日
米
間
の
見
解
調
整
を
行
な
い
、
さ
ら
に
細
目
の
修
正
等
を
行
な
っ
た
う
え

で
、
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
十
四
日
、
よ
う
や
く
日
米
間
に
協
定
文
に
つ
き
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
協
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定
の
正
式
署
名
は
翌
昭
和
三
十
七
年
一
月
九
日
、
外
務
省
接
見
室
に
お
い
て
、
小
坂
外
務
大
臣
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

米
大
使
と
の
間
で
行
な
わ
れ
、
そ
の
際
同
時
に
協
定
に
付
属
す
る
二
つ
の
交
換
公
文
（
支
払
金
の
使
途
に
関
す
る

交
換
公
文
お
よ
び
支
払
金
の
一
部
円
貨
支
払
に
関
す
る
交
換
公
文
）
に
も
署
名
が
行
な
わ
れ
た
。

か
く
し
て
昭
和
二
十
七
年
以
来
の
懸
案
が
、
十
年
目
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
援
助

は
占
領
責
任
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
側
の
占
領
政
策
の
一
環
で
あ
っ
て
、
日
本
側
に
返
済
の
責
任
が
あ
る
も
の
で

は
も
と
よ
り
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
国
民
が
、
先
方
の
一
部
返
済
の
要
請
ま
で
も
無
下
に
拒
否
し
て
し
ま

う
こ
と
は
、
そ
の
名
誉
に
か
け
て
執
る
べ
き
態
度
で
は
な
か
ろ
う
。
日
本
の
国
際
的
信
用
は
、
日
本
の
国
民
が
世

界
か
ら
か
ち
得
た
尊
敬
、
こ
れ
か
ら
未
来
に
わ
た
っ
て
か
ち
得
る
で
あ
ろ
う
尊
敬
に
依
存
し
て
お
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
一
時
の
損
益
計
算
よ
り
も
、
大
国
と
し
て
の
名
誉
を
守
り
抜
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
私

は
本
件
の
解
決
を
、
ア
メ
リ
カ
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
た
め
に
祝
福
し
た
い
。

３
　
ビ
ル
マ
賠
償
再
検
討
交
渉

昭
和
三
十
四
年
四
月
、
ビ
ル
マ
政
府
は
、
日
緬
平
和
条
約
第
五
条
第
一
項
(a)
(Ⅲ)
に
基
づ
き
、
ビ
ル
マ
に
対
す

る
賠
償
額
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
賠
償
額
と
比
較
し
て
少
な
す
ぎ
る
と
し
て
賠
償
の
増
額
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を
要
求
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
わ
が
方
は
、
ビ
ル
マ
に
対
す
る
賠
償
額
は
、
他
の
求
償
国
に
対
す
る
賠
償
額
と

比
較
し
て
、
必
ず
し
も
均
衡
を
失
し
て
は
い
な
い
と
の
立
場
を
と
り
、
交
渉
は
長
く
進
展
を
み
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
が
長
期
に
わ
た
っ
て
ア
ジ
ア
の
友
邦
た
る
ビ
ル
マ
と
の
間
の
係
争
問
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
可
及
的
速
か
に
本
件
の
解
決
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
誰
し
も
抱

く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
は
昭
和
三
十
六
年
一
月
、
ビ
ル
マ
の
経
済
お
よ
び
福
祉
の
た
め
に
有
効
な
協

力
（
四
千
万
ド
ル
）
を
無
償
で
供
与
し
、
同
時
に
ビ
ル
マ
側
も
再
検
討
条
項
に
基
づ
く
要
求
を
今
後
行
な
わ
な
い

こ
と
を
約
束
す
る
と
い
う
方
式
に
よ
り
、
本
件
の
解
決
を
計
り
た
い
旨
を
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
年
二

月
ビ
ル
マ
政
府
よ
り
、
上
記
解
決
方
式
に
は
同
意
す
る
が
、
金
額
に
つ
い
て
は
二
億
ド
ル
を
要
求
す
る
旨
の
回
答

を
よ
こ
し
た
。
上
記
ビ
ル
マ
側
申
し
入
れ
に
つ
い
て
、
関
係
各
省
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
、
無
償
協
力
の
金
額

を
七
千
五
百
万
ド
ル
と
す
る
こ
と
と
し
て
、
同
年
六
月
こ
れ
を
ビ
ル
マ
側
に
伝
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ル
マ
側
は
、
わ
が
方
の
上
記
提
案
に
納
得
せ
ず
、
本
件
を
政
治
的
に
解
決
す
る
た
め
、
タ

キ
ン
・
テ
ィ
ン
大
蔵
大
臣
を
長
と
す
る
代
表
団
を
わ
が
国
に
派
遣
し
て
、
同
年
十
月
よ
り
交
渉
を
行
な
っ
た
。
本

交
渉
に
お
い
て
、
ビ
ル
マ
側
は
、
無
償
供
与
二
億
ド
ル
を
要
求
し
、
日
本
側
よ
り
さ
ら
に
二
億
ド
ル
の
出
資
を
求

め
、
合
計
四
億
ド
ル
を
日
緬
共
同
事
業
に
使
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
わ
が
方
よ
り
ビ
ル
マ
側
新

提
案
の
方
式
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
も
、
金
額
に
つ
い
て
は
到
底
応
ぜ
ら
れ
な
い
旨
を
述
べ
、
交
渉
は
何
ら
進
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展
を
み
な
か
っ
た
。

同
年
十
一
月
、
わ
が
方
よ
り
さ
ら
に
小
坂
外
相
を
長
と
す
る
代
表
団
を
ラ
ン
グ
ー
ン
に
派
遣
し
て
交
渉
を
行
な

っ
た
。
こ
の
交
渉
で
は
、
わ
が
方
は
無
償
供
与
七
千
五
百
万
ド
ル
、
有
償
の
経
済
協
力
一
億
三
千
五
百
万
ド
ル
を

提
案
し
た
が
、
ビ
ル
マ
側
は
二
億
ド
ル
の
無
償
供
与
を
固
執
し
、
双
方
の
主
張
が
対
立
し
た
ま
ま
、
池
田
総
理
の

訪
緬
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。

ウ
・
ヌ
ー
首
相
は
、
池
田
総
理
と
の
間
に
本
件
を
取
上
げ
れ
ば
、
あ
る
い
は
ビ
ル
マ
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
池
田
総
理
は
、
ビ
ル
マ
側
の
二
億
ド
ル
の
賠
償
増

額
要
求
は
依
然
過
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
再
考
方
を
求
め
ら
れ
た
。
ビ
ル
マ
側
は
池
田
総
理
離
緬
後

日
本
側
代
表
団
に
対
し
賠
償
増
額
一
億
五
千
万
ド
ル
、
経
済
協
力
五
千
万
ド
ル
の
新
提
案
を
行
な
っ
た
。

そ
の
後
ビ
ル
マ
で
は
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
に
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
し
、
ネ
・
ウ
ィ
ン
参
謀
総
長
を
首
班
と
す

る
革
命
政
府
が
成
立
し
た
。
革
命
政
府
は
、
革
命
後
の
国
内
体
制
整
備
に
忙
殺
さ
れ
、
交
渉
は
一
時
中
断
し
て
い

た
が
、
同
年
末
に
至
り
、
東
京
に
お
い
て
直
接
交
渉
を
再
開
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
、
わ
が
方
も
こ
れ
に
同
意
し

た
。
そ
の
結
果
、
ア
ウ
ン
・
ジ
ー
准
将
を
長
と
し
、
チ
ョ
ー
・
ツ
ー
内
相
、
キ
ン
・
ニ
ョ
ー
B
E
D
C
総
裁
、
バ

ー
ニ
運
輸
通
信
相
、
外
務
、
大
蔵
、
国
防
各
省
次
官
ら
を
含
む
代
表
団
が
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
三
日
、
来
日

し
た
。
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会
談
は
、
一
月
十
四
日
の
午
前
の
全
員
に
よ
る
　O

pening
Session

に
引
続
き
、
同
日
午
後
よ
り
二
十
四

日
ま
で
の
間
に
八
回
に
わ
た
り
非
公
式
会
談
が
行
な
わ
れ
た
（
非
公
式
会
談
の
出
席
者
は
、
日
本
側
は
私
、
小
田

部
大
使
、
後
宮
ア
ジ
ア
局
長
、
宇
山
賠
償
部
長
、
島
内
参
事
官
、
ビ
ル
マ
側
は
ア
ウ
ン
・
ジ
ー
貿
易
工
業
大
臣
、

チ
ョ
ー
・
ツ
ー
内
相
、
ウ
・
ト
ン
・
シ
ェ
イ
ン
駐
日
大
使
、
ツ
オ
・
テ
ィ
ン
外
務
次
官)

。

こ
の
会
談
で
は
、
ま
ず
有
償
、
無
償
の
供
与
額
の
総
額
を
二
億
ド
ル
と
す
る
こ
と
に
双
方
異
議
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
の
ち
、
ビ
ル
マ
側
は
、
無
償
一
億
三
千
五
百
万
ド
ル
（
供
与
期
間
十
年
、
現
行
賠
償
終
了
後
支
払
開
始
）、

有
償
六
千
五
百
万
ド
ル
（
返
済
期
間
十
五
―
―
二
十
年
、
利
率
三
〜
三
・
五
％
、
協
定
発
効
よ
り
七
年
間
）
を
提

案
し
た
（
一
月
十
四
日
第
一
回
会
談
）。
こ
れ
に
対
し
私
は
、
わ
が
国
は
、
賠
償
、
対
米
債
務
な
ど
巨
額
の
債
務

を
か
か
え
て
お
り
、
年
間
の
支
払
い
能
力
に
は
限
り
が
あ
る
の
で
、
年
間
供
与
額
の
決
定
が
ま
ず
大
き
な
問
題
で

あ
り
、
ま
た
有
償
供
与
の
条
件
も
他
の
友
邦
と
の
均
衡
、
財
政
金
融
の
現
行
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
等
か
ら
み
て
、
と

う
て
い
受
諾
困
難
で
あ
る
旨
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ビ
ル
マ
側
は
、
通
常
の
条
件
の
借
款
に
は
興
味
を
示
さ
ず
、

日
本
側
に
と
り
長
期
、
低
利
借
款
の
供
与
が
そ
の
よ
う
に
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、

(イ)

無
償
供
与
一
億
五
千
万
ド
ル

(ロ)

有
償
協
力
な
し

(ハ)

現
行
協
定
の
五
千
万
ド
ル
の
経
済
協
力
も
失
効
せ
し
め
る
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こ
と
に
よ
り
本
件
を
解
決
し
た
い
旨
の
新
提
案
を
行
な
っ
た
（
一
月
十
六
日
第
二
回
会
談
）。

こ
れ
に
対
し
わ
が
方
よ
り
、

(イ)

無
償
供
与
一
億
三
千
万
ド
ル
（
支
払
い
開
始
、
現
行
賠
償
協
定
期
間
の
終
了
後
、
供
与
期
間
十
三
年
）

(ロ)

ビ
ル
マ
は
再
検
討
の
要
求
を
今
後
行
な
わ
な
い

(ハ)

有
償
経
済
協
力
に
つ
い
て
は
、
後
日
再
検
討
問
題
と
別
個
の
問
題
と
し
て
協
議
す
る

の
三
点
よ
り
成
る
提
案
を
行
な
っ
た
。
こ
の
提
案
は
、
第
一
に
、
通
常
借
款
は
、
ビ
ル
マ
側
が
利
用
不
能
と
の
こ

と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
借
款
分
を
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
に
応
じ
て
換
算
し
た
も
の
だ
け
、
無
償
を
増
額
し
た
も
の
で

あ
り
、
第
二
に
経
済
協
力
は
今
後
長
い
将
来
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
緬
両
政
府
間

で
協
議
し
て
ゆ
く
こ
と
が
建
設
的
で
あ
る
と
考
え
、
有
償
経
済
協
力
は
再
検
討
問
題
と
切
り
離
し
た
旨
説
明
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
准
将
は
、
同
提
案
は
受
諾
で
き
な
い
が
、
無
償
一
億
四
千
五
百
万
ド
ル
な
ら
ば
、
借
款
が
通

常
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
低
利
の
場
合
と
の
利
子
の
差
額
は
ビ
ル
マ
側
で
補
填
す
る
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
も

よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ビ
ル
マ
国
民
が
日
本
の
経
済
協
力
を
受
け
入
れ
る
に
当
っ
て
、
韓
国
と
差
別
さ
れ
た
と

感
じ
て
は
、
こ
れ
に
対
す
る
説
得
が
ど
う
考
え
て
も
困
難
で
あ
る
（
一
月
十
八
日
第
四
回
会
談
）
と
し
て
、
無
償

供
与
の
増
額
に
つ
き
日
本
側
の
再
考
慮
を
要
請
し
た
。
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一
月
二
十
二
日
の
第
六
回
会
談
（
出
席
者
、
私
と
ア
准
将
の
み
）
に
お
い
て
、
ビ
ル
マ
側
は
最
終
提
案
と
し
て
、

一
　
無
償
供
与
一
億
四
千
万
ド
ル
、
供
与
期
間
十
二
年

二
　
通
常
借
款
三
千
万
ド
ル

を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
私
は
無
償
供
与
、
通
常
借
款
と
も
に
金
額
に
つ
い
て
は
ビ
ル
マ
側
提
案
に
合
意
し
た

が
、
無
償
の
供
与
期
間
に
つ
い
て
は
十
四
年
を
強
く
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ビ
ル
マ
側
は
、
期
間
に
つ
い
て
は
、
ネ
・
ウ
ィ
ン
将
軍
よ
り
十
二
年
ま
で
と
す
る
権
限
し
か
与

え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
日
本
側
が
こ
れ
に
同
意
し
な
い
限
り
帰
国
し
て
ネ
・
ウ
ィ
ン
将
軍
と
協
議
す
る
し
か
方

法
が
な
い
旨
を
述
べ
、
交
渉
は
最
終
段
階
に
お
い
て
行
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
双
方
の
主
張
の
違
い
は
供
与
期
間
の
僅
か
な
差
に
絞
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
ア
ウ
ン
・
ジ

ー
准
将
を
帰
国
せ
し
め
て
（
ネ
・
ウ
ィ
ン
と
の
協
議
の
結
果
に
つ
い
て
、
ア
准
将
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ

た
）
い
た
ず
ら
に
交
渉
を
遷
延
せ
し
め
る
よ
り
、
長
期
に
わ
た
る
日
緬
友
好
関
係
の
発
展
を
考
慮
し
、
本
件
を
妥

結
せ
し
め
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
一
月
二
十
四
日
の
非
公
式
会
談
に
お
い
て
、
ビ
ル
マ
側
の
要
請

を
容
れ
る
決
心
を
し
た
。
そ
し
て
翌
二
十
五
日
閣
議
の
了
承
が
得
ら
れ
た
の
で
、
同
日
十
一
時
、
私
と
ア
ウ
ン
・

ジ
ー
准
将
の
間
で
、
合
意
に
関
す
る
覚
書
に
イ
ニ
シ
ァ
ル
を
行
な
っ
た
。

そ
の
時
、
イ
ニ
シ
ァ
ル
を
了
し
た
合
意
に
関
す
る
覚
書
の
内
容
は
大
要
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

春風秋雨／池田政権の座標



(１)

日
本
国
は
、
一
億
四
千
万
ド
ル
に
等
し
い
円
の
価
値
を
有
す
る
日
本
国
の
生
産
物
お
よ
び
日
本
人
の
役

務
か
ら
成
る
ビ
ル
マ
連
邦
の
経
済
と
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
の
無
償
の
援
助
を
、
一
九
六
五
年
四

月
十
六
日
か
ら
十
二
年
間
ビ
ル
マ
連
邦
に
供
与
す
る
。

こ
の
供
与
は
、
最
初
の
十
一
年
間
は
、
千
百
七
十
万
ド
ル
に
等
し
い
円
の
年
平
均
額
に
よ
り
行
な
い
、

残
余
の
供
与
分
を
、
十
二
年
目
に
供
与
す
る
。

(２)

日
本
国
政
府
は
、
関
係
法
令
の
範
囲
内
で
、
正
式
の
協
定
の
発
効
後
六
年
間
に
、
日
本
国
の
国
民
に
よ

る
ビ
ル
マ
連
邦
の
政
府
ま
た
は
国
民
に
対
す
る
商
業
ベ
ー
ス
の
借
款
の
提
供
を
、
容
易
に
し
、
か
つ
促
進

す
る
。
こ
の
借
款
の
額
は
、
六
年
の
期
間
内
に
、
三
千
万
ド
ル
に
等
し
い
円
の
額
に
達
す
る
も
の
と
見
込

ま
れ
る
。

(３)

ビ
ル
マ
連
邦
は
、
ビ
ル
マ
賠
償
再
検
討
の
要
求
を
日
本
国
に
対
し
今
後
提
起
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(４)

(１)
(２)
お
よ
び
(３)
に
い
う
了
解
を
具
体
化
す
る
た
め
の
協
定
締
結
の
た
め
、
で
き
る
限
り
す
み
や
か
に

両
政
府
間
の
会
談
を
開
始
す
る
。

な
お
、
今
次
交
渉
中
、
ア
ウ
ン
・
ジ
ー
准
将
は
、
海
運
所
得
に
対
す
る
租
税
や
、
日
本
商
社
員
滞
在
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
貴
意
に
添
う
よ
う
努
力
す
る
旨
を
述
べ
た
。

戦後処理問題



本
件
は
そ
の
後
、
小
田
部
大
使
と
ビ
ル
マ
政
府
の
間
で
具
体
的
な
煮
詰
め
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
そ
の
直

後
の
国
会
で
承
認
を
受
け
、
本
協
定
は
発
効
し
た
。
し
か
し
こ
の
協
定
の
交
渉
に
全
精
力
を
傾
け
ら
れ
た
ア
准
将

は
、
本
協
定
の
発
効
を
俟
つ
こ
と
な
く
下
野
さ
れ
、
北
ビ
ル
マ
の
片
田
舎
で
半
農
半
教
の
生
活
を
送
ら
れ
て
い
る

と
聞
く
。
謙
抑
で
、
純
情
な
ア
准
将
の
素
朴
な
行
蔵
こ
う
ぞ
う

と
、
ど
こ
か
淋
し
い
憂
い
を
た
た
え
た
表
情
が
、
私
に
は
今

な
お
忘
れ
ら
れ
な
い
。

４
　
韓
国
の
対
日
請
求
権
交
渉

韓
国
の
対
日
請
求
権
交
渉
が
、
十
数
年
に
わ
た
る
停
滞
状
況
を
脱
し
て
、
よ
う
や
く
本
格
化
し
た
の
は
、
朴
政

権
の
誕
生
後
再
開
さ
れ
た
日
韓
第
六
次
会
談
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
の
金
錘
泌

中
央
情
報
部
長
の
来
日
を
迎
え
て
の
大
平
・
金
会
談
に
お
い
て
、
本
懸
案
が
解
決
の
軌
道
に
乗
り
、
爾
余
の
案
件

に
も
解
決
の
緒
口
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た

（
そ
の
要
旨
は
本
著
　
後
編
・
希
望
と
憂
愁<

主
張>

「
2
当
面
の
外
交
問
題
」
以
下
参
照
）

前編　池田政権の座標
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